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令和 7年 6月 11 日 制定（国空安政第 433 号） 

 

 
国土交通省航空局安全部安全政策課長 

 
 
 

航空法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う航空運航整備士の技能証明書の 
取扱いについて 

 
 
１．目的 
航空法施行規則の一部を改正する省令（令和７年国土交通省令第 65 号。以下「改正省令」

という。）により、航空運航整備士が航空機の整備後の確認を行うことができる軽微な修理の

範囲が拡大された。 
当該改正に関し、改正省令の附則第５条及び第８条の規定に該当する者が航空機の整備後

の確認を行うことができる軽微な修理の範囲は、引き続き、改正省令による改正前の航空法

施行規則（以下「旧規則」という。）に規定する軽微な修理となり、また、これらの者が航空

運航整備士の資格の技能証明を受ける場合には、国土交通大臣は、当該資格に係る業務範囲

のうちの軽微な修理がなお従前の例による旨を記載した技能証明書を交付することとされて

いる。 
本通達は、当該技能証明書の様式を定めることを目的とする。 

 
２．適用 
本通達は、改正省令の附則第５条及び第８条の規定に該当する以下の①～③に掲げる者に

対して技能証明書を交付する場合に適用する。 

① 改正省令の施行日（令和８年４月１日）前に航空運航整備士の資格の技能証明に係る

実地試験に合格し、改正省令の施行日以降に航空運航整備士の資格の技能証明を受け

る者 

② 改正省令の施行日前に指定養成施設の課程（航空運航整備士に係るものに限る。以下

同じ。）を修了しており、課程の修了日から１年を経過するまでの間に、旧規則の規定

に基づく実地試験を受けて合格し又は航空法第 29 条第４項の規定により旧規則の規定

に基づく実地試験が全部免除され、航空運航整備士の資格の技能証明を受ける者 

③ 改正省令施行の前日において指定養成施設の課程に属しており、改正省令の施行日か

ら２年を経過するまでの間に当該課程を修了して航空運航整備士の資格についての技

能証明を申請し、旧規則の規定に基づく実地試験を受けて合格し又は航空法第 29 条第

４項の規定により当該実地試験が全部免除され、航空運航整備士の資格の技能証明を

受ける者 

 

３．技能証明書の様式について 
２．の①～③に掲げる者に交付する技能証明書の様式は、別添のとおりとする。なお、技能

証明書（限定事項関係）の様式は、航空法施行規則第 20 号様式のとおりとする。 
 
 
附 則 
１ ．本通達は、令和８年４月１日から適用する。 
 
 
  



別添 
 

（１）一等航空運航整備士の場合 

 
 

 
（２）二等航空運航整備士の場合 

 
 
 


